
第
四
次
安
倍
政
権
の
特
徴

と
悪
政
に
対
す
る
た
た
か
い

大
臣
・
副
大
臣
の
殆
ど
が
靖
国
派
で

憲
法
９
条
改
憲
布
陣

第
四
次
安
倍
政
権
の
改
造
人
事
で
は
、

公
明
党
の
石
井
啓
一
国
交
相
を
除
く
閣
僚

19
人
が
改
憲
右
翼
団
体
と
連
携
す
る
「
日

本
会
議
」
や
「
神
道
政
」
に
加
盟
し
て
い

ま
す
。
（
左
図
）

こ
れ
ら
の
団
体
は
、
一
般
的
に
靖
国
派

と
言
わ
れ
、
過
去
の
侵
略
戦
争
に
対
す
る

反
省
が
な
く
、
「
聖
戦
」
で
あ
る
と
歴
史

の
改
ざ
ん
を
本
気
で
行
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
自
民
党
は
、
現
日
本
国
憲
法
を

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
押
し
付
け
憲
法
と
侮
り
「
自
主

憲
法
制
定
」
を
党
の
方
針
に
掲
げ
て
い
ま

す
が
、
事
の
発
端
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
「
憲

法
９
条
破
棄
」
を
要
請
さ
れ
た
の
で
、
つ

い
で
に
明
治
憲
法
観
（
天
皇
主
権
）
に
沿
っ

た
「
国
民
主
権
」
で
な
く
、
「
国
家
主
権
」

の
憲
法
改
正
案
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

国
民
主
権
の
現
憲
法
は
、
立
憲
主
義
と

言
わ
れ
、
国
家
権
力
を
憲
法
で
縛
る
シ
ス

テ
ム
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
自
民
党
の

憲
法
改
正
案
は
、
国
家
を
縛
る
の
で
な
く
、

国
民
が
国
家
に
従
う
憲
法
改
正
案
で
す
。

何
故
憲
法
９
条
改
憲
か
？

２
０
１
４
年
７
月
１
日
安
倍
内
閣
は
、

過
去
の
自
民
党
内
閣
を
は
じ
め
、
内
閣
法

制
局
が
、
自
衛
隊
の
「
集
団
的
自
衛
権
行

使
」
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
違
反
す
る
と

言
う
国
是
を
無
視
し
、
「
集
団
的
自
衛
権

行
使
」
容
認
の
「
閣
議
決
定
」
を
行
な
い

ま
し
た
。

そ
の
翌
年
15

年
４
月
27

日
、
新
た
な

「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針
」
を
日

米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
（
２
＋
２
）
で

了
承
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
自
衛
隊
は
ア
メ
リ
カ
が

世
界
で
戦
争
し
た
場
合
、
同
盟
国
の
ア
メ

リ
カ
を
防
衛
す
る
為
に
「
集
団
的
自
衛
権

を
行
使
」
に
基
づ
き
、
後
方
支
援
を
行
う

事
を
決
め
ま
し
た
。

そ
し
て
、
15
年
９
月
19
日
「
安
全
保
障

関
連
法
」
を
強
行
可
決
し
ま
し
た
。

先
に
、
ア
メ
リ
カ
の
要
請
（
日
本
が
自

立
的
に
従
う
）
に
よ
り
、
「
日
米
防
衛
協

力
の
た
め
の
指
針
」
を
改
訂
し
、
そ
れ
に

基
づ
き
関
係
法
律
を
強
行
可
決
し
て
き
ま

し
た
。

し
か
し
、
自
衛
隊
の
海
外
派
兵
を
公
然

と
行
う
こ
と
は
、
現
行
の
憲
法
９
条
の
も

と
で
は
は
ば
か
れ
る
の
で
、
２
０
１
２
年

1
月
か
ら
17
年
５
月
ま
で
の
南
ス
ー
ダ
ン

Ｐ
Ｋ
Ｏ
に
派
兵
さ
れ
た
自
衛
隊
の
「
日
報

隠
し
」
を
行
い
ま
し
た
。
（
実
際
は
南
ス
ー

ダ
ン
で
は
、
自
衛
隊
基
地
周
辺
で
は
、
一

触
即
発
の
紛
争
状
態
で
あ
り
ま
し
た
）

安
倍
首
相
は
じ
め
、
靖
国
派
は
自
衛
隊

を
軍
隊
と
し
て
、
海
外
に
派
兵
で
き
る
事

を
願
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
為
に
は
、
憲
法
９
条
第
３
項
に
、

「
自
衛
隊
を
加
憲
」
（
日
本
会
議
の
重
鎮

の
提
案
）
す
る
こ
と
で
、
第
２
項
を
無
力

化
（
法
律
は
、
原
則
後
に
加
え
ら
れ
た
条

文
が
優
先
す
る
）
さ
せ
、
名
実
と
も
に
自

衛
隊
の
海
外
派
兵
を
企
ん
で
い
ま
す
。

戦
後
、
憲
法
９
条
の
下
、
自
衛
隊
は

「
殺
し
、
殺
さ
れ
る
」
紛
争
に
巻
き
込
ま

れ
ず
き
ま
し
た
が
、
自
衛
隊
を
憲
法
に
明

記
す
る
事
で
、
海
外
で
の
武
力
行
使
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
、
自
衛
隊
員
の
命
が
脅

か
さ
れ
ま
す
。

憲
法
９
条
改
憲
は
国
民
は

望
ん
で
い
な
い

海
外
で
の
無
制
限
の
武
力
行
使
に
道
を

開
く
憲
法
９
条
改
定
案
を
、
臨
時
国
会
に

提
出
す
る
と
安
倍
首
相
は
公
然
と
宣
言
し

ま
し
た
。

10
月
３
日
安
倍
首
相
は
、
防
衛
省
で
開

か
れ
た
自
衛
隊
高
級
幹
部
会
で
訓
示
し
、

「
全
て
の
自
衛
隊
員
が
強
い
誇
り
を
持
っ

て
任
務
を
全
う
で
き
る
環
境
を
整
え
る
の

は
、
今
を
生
き
る
政
治
家
の
責
任
だ
。
私

は
そ
の
責
任
を
し
っ
か
り
果
た
し
て
い
く

決
意
だ
」
と
述
べ
ま
し
た
。

こ
の
行
為
は
、
現
行
憲
法
99
条
（
天
皇

又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、

裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲
法

を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
。
）
に

違
反
す
る
行
為
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
行
政
府
の
長
の
首
相
が
「
憲
法
審

査
会
で
政
党
が
具
体
的
な
改
正
案
を
示
し
、

国
会
議
員
の
責
任
を
果
た
そ
う
」
と
発
言
し

た
こ
と
は
、
憲
法
の
三
権
分
立
（
立
法
権
、

行
政
権
、
司
法
権
）
を
蹂
躙
す
る
暴
論
で
あ

り
、
行
政
（
内
閣
）
が
国
会
（
立
法
）
に
介

入
・
干
渉
す
る
行
為
で
す
。

憲
法
に
違
反
す
る
発
言
を
繰
り
返
し
て

も
反
省
し
な
い
、
安
倍
首
相
に
憲
法
を
語

る
資
格
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
上
、
各
紙
の
世
論
調
査
で
、
民
意

は
「
臨
時
国
会
に
自
民
党
憲
法
改
憲
案
の

提
出
を
望
ん
で
い
ま
せ
ん
。

戦
後
70
年
以
上
平
和
を
守
っ
て
き
た
憲
法

９
条
を
改
悪
さ
せ
な
い
為
に
、
「
安
倍
９
条
改

悪
Ｎ
Ｏ
！
」
３
０
０
０
万
署
名
の
達
成
を
職
場
・

地
域
で
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

日
米
安
保
条
約
は
日
本
を
防
衛
す
る
か

戦
後
ア
メ
リ
カ
主
導
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本

を
占
領
し
、
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
に
基
づ

き
、
日
本
の
民
主
化
を
推
進
し
ま
し
た
が
、

そ
の
後
、
中
国
で
毛
沢
東
の
中
国
共
産
党

が
、
中
華
人
民
共
和
国
を
建
国
し
た
為
、

日
本
を
ア
ジ
ア
の
共
産
国
圏
か
ら
の
防
衛

の
砦
に
す
る
た
め
、
米
軍
を
引
続
き
駐
留

さ
せ
る
た
め
、
安
保
条
約
に
よ
り
世
界
最

強
の
軍
隊
を
維
持
・
強
化
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
戦
略
は
、
ア
ジ

ア
地
域
重
視
の
軍
事
戦
略
を
展
開
し
、
在
日

米
軍
の
役
割
は
、
①
イ
ン
ド
・
太
平
洋
地
域

な
ど
戦
域
レ
ベ
ル
の
米
国
の
ミ
サ
イ
ル
防
衛
、

②
軍
事
作
戦
を
指
揮
す
る
陸
軍
司
令
部
の
防

空
を
強
化
に
変
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
全
国
の
在
日
米
軍
基
地

（
自
衛
隊
基
地
含
む
）
が
、
米
国
本
土
の

防
衛
の
為
、
強
力
な
ミ
サ
イ
ル
防
衛
部
隊

を
配
置
し
て
い
ま
す
。

過
去
、
日
本
の
米
軍
基
地
は
、
①
朝
鮮

戦
争
、
②
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、
③
イ
ラ
ク
戦

争
等
日
本
防
衛
と
直
接
関
係
の
無
い
戦
争

の
た
め
に
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

日
米
安
保
条
約
に
よ
る
在
日
米
軍
は
、

日
本
を
外
国
の
侵
略
か
ら
防
衛
す
る
目
的

で
展
開
し
て
い
ま
せ
ん
。

元
首
相
の
中
曽
根
氏
は
、
在
日
米
軍
の

軍
事
協
力
を
推
進
す
る
た
め
に
、
「
日
本

列
島
不
沈
空
母
化
」
を
訴
え
ま
し
た
が
、

現
在
の
在
日
米
軍
の
展
開
は
、
不
沈
空
母

化
強
化
に
向
け
て
、
自
衛
隊
を
直
接
指
揮

命
令
し
、
海
外
へ
の
展
開
と
自
国
防
衛
の

軍
事
基
地
の
強
化
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

在
日
米
軍
は
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
、
日

本
の
防
衛
の
た
め
の
軍
隊
の
配
備
を
行
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。

自
民
党
政
治
は
対
米
従
属
が
基
本

自
民
党
政
治
は
、
沖
縄
の
人
達
の
民
意

よ
り
、
安
保
条
約
に
基
づ
く
、
ア
メ
リ
カ

の
意
向
を
優
先
す
る
政
治
を
過
去
か
ら
現

在
ま
で
な
ぜ
続
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

ま
た
、
日
本
の
右
翼
主
流
派
は
、
「
自

国
の
領
土
に
長
期
に
わ
た
り
米
軍
基
地
の

存
続
や
自
国
民
の
人
権
も
守
ら
な
い
」
対

米
従
属
思
想
を
植
え
つ
け
ら
れ
て
き
た
の

か
、
理
解
に
苦
し
み
ま
す
。

そ
の
源
流
は
、
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
、
日
本

を
「
反
共
の
砦
」
に
す
る
た
め
に
、
戦
犯

で
あ
っ
た
政
治
家
や
高
級
官
僚
・
財
閥
関

係
者
や
笹
川
良
一
・
児
玉
誉
士
夫
等
（
右

翼
国
粋
主
義
者
）
を
放
免
し
、
戦
後
の
日

全日本港湾労働組合関西地方阪神支部書記局ニュース 『1８年秋年末闘争』特集号 2018年11月05日

全
港
湾
阪
神
支
部

-

書
記
局
ニ
ュ
ー
ス

N o - 1

第４次安倍晋三改造内閣の右翼団体系議員連名加盟状況

氏名と役職 神政連 日本会議

安倍晋三首相 ● ●

麻生太郎副総理兼財務相 ● ●

石田真敏総務相（初） ●

山下貴司法相（初） ● ●

河野太郎外相 ●

柴山昌彦労働相（初） ● ●

根本匠厚生労働相（再） ● ●

吉川貴盛農林水産相（初） ● ●

世耕弘成経済産業相 ● ●

原田義昭環境相（初） ●

岩屋毅防衛相（初） ● ●

菅義偉官房長官 ● ●

渡辺博道復興相（初） ● ●

山本順三国家港湾委員長（初） ● ●

宮腰光寛沖縄北方担当相（初） ● ●

平井卓也科学技術担当相（初） ●

茂木敏充経済再生担当相 ● ●

片山さつき地方創生担当相（初） ● ●

桜田義孝五輪担当相（初） ● ●

・「神政連」は、「神道政治連盟国会議員懇談会」の略

・「日本会議」は「日本会議国会議員懇談会」の略

・公明党所属の石井啓一国土交通相を除く

・過去に両団体の名簿に記載されていた大臣含む



本
の
政
治
・
経
済
に
復
帰
し
た
こ
と
に
源

流
が
あ
り
ま
す
。

同
じ
侵
略
戦
争
を
行
な
っ
た
、
ド
イ
ツ

の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
政
権
に
対
す
る
、
ド
イ
ツ

の
戦
後
政
治
（
戦
前
の
政
治
家
・
官
僚
・

経
済
界
等
の
人
達
）
で
は
、
関
係
者
は
全

員
社
会
的
に
放
逐
さ
れ
ま
し
た
。
又
は
、

戦
犯
と
し
て
裁
き
を
受
け
ま
し
た
。

日
本
は
、
安
倍
首
相
の
祖
父
は
、
戦
犯

の
岸
信
介
で
あ
り
、
復
帰
後
自
民
党
の
首

相
を
務
め
、
現
在
の
安
保
条
約
を
締
結
し

た
対
米
従
属
の
政
治
家
で
す
。

沖
縄
の
辺
野
古
新
基
地

問
題
に
つ
い
て

９
月
30
日
に
行
わ
れ
た
沖
縄
県
知
事
選

挙
で
、
翁
長
雄
志
前
知
事
の
遺
志
を
つ
ぎ
、

辺
野
古
新
基
地
反
対
を
掲
げ
て
た
た
か
っ

た
玉
城
デ
ニ
ー
候
補
は
、
知
事
選
で
過
去

最
多
と
な
る
39
万
票
を
こ
え
る
得
票
を
獲

得
し
、
相
手
候
補
（
政
権
お
抱
え
）
に
８

万
票
の
大
差
を
つ
け
て
圧
勝
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
沖
縄
市
長
選
挙
も
「
オ
ー
ル

沖
縄
」
の
城
間
幹
子
氏
が
圧
勝
し
ま
し
た
。

ま
た
、
安
倍
首
相
並
び
に
菅
官
房
長
官

は
、
玉
城
デ
ニ
ー
新
知
事
と
の
面
会
で
は
、

「
沖
縄
の
米
軍
基
地
負
担
軽
減
に
つ
い
て
、

こ
れ
か
ら
も
政
府
は
軽
減
努
め
る
」
と
発

言
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
「
辺
野
古
新
基
地
」
建
設
に

つ
い
て
は
、
民
意
を
無
視
し
、
沖
縄
防
衛

局
が
、
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
て
「
行
政

不
服
審
査
法
」
（
私
人
が
行
政
に
対
し
て

不
服
審
査
す
る
法
律
）
を
悪
用
し
、
提
出

す
る
と
10
月
30
日
石
井
啓
一
国
土
交
通
大

臣
（
公
明
党
）
は
、
承
認
撤
回
の
執
行
停

止
を
決
定
し
ま
し
た
。

こ
の
問
題
は
、
亡
き
翁
長
前
知
事
が
、

辺
野
古
周
辺
の
軟
弱
地
盤
や
環
境
保
全
に

つ
い
て
、
沖
縄
防
衛
局
が
把
握
し
て
る
に

も
係
ら
ず
、
工
事
変
更
の
手
続
き
を
取
ら

な
か
っ
た
と
し
て
、
「
公
有
水
面
埋
立
承

認
取
消
」
を
法
律
に
則
り
行
な
っ
た
も
の

で
、
自
民
党
政
治
の
本
質
が
ア
メ
リ
カ
従

属
で
、
沖
縄
県
民
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て

い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
で
す
。

オ
ー
ル
沖
縄
に
連
帯
し
て
、

本
土
で
も
辺
野
古
新
基
地
反

対
の
声
を
職
場
・
地
域
か
ら

声
を
上
げ
よ
う
！

消
費
税
10
％
増
税
は

中
止
こ
そ
最
良
の
対
策

財
界
（
大
企
業
）
は
、
自
民
党
に
消
費

税
10
％
増
税
を
要
請
し
て
き
ま
し
た
が
、

17
年
に
は
先
送
り
し
ま
し
た
。

何
故
先
送
り
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

日
本
の
労
働
者
の
実
質
賃
金
が
97
年
以

降
下
が
り
続
け
て
い
る
か
ら
で
す
。

安
倍
首
相
は
「
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
経
済
政

策
で
、
経
済
の
好
循
環
が
続
い
て
る
」
と
自

慢
し
て
い
ま
す
が
、
組
合
員
の
皆
さ
ん
で
、

こ
の
10
年
間
実
質
賃
金
（
購
買
力
）
が
上
が
っ

た
人
は
殆
ど
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

上
の
図
の
通
り
、
実
質
賃
金
指
数
が
下

が
り
、
結
果
と
し
て
家
計
消
費
支
出
が
減

少
し
て
い
ま
す
。

そ
の
上
、
安
倍
首
相
の
６
年
間
で
社
会
保

障
費
が
実
質
約
４
兆
円
削
減
さ
れ
ま
し
た
。

消
費
税
導
入
時
や
増
税
時
は
、
社
会
保

障
の
充
実
の
為
と
声
高
に
言
い
ま
し
た
が
、

実
態
は
、
社
会
保
障
を
削
減
し
、
法
人
税

減
税
（
赤
字
会
社
関
係
な
し
）
や
大
企
業

優
遇
税
制
（
研
究
開
発
減
税
）
並
び
に
富

裕
層
へ
の
優
遇
税
制
を
行
っ
て
来
ま
し
た
。

（
左
の
図
）

消
費
税
の
本
質
は
弱
者
い
じ
め

こ
の
間
、
年
金
制
度
改
悪
に
よ
り
、
年

金
支
給
金
額
を
１
兆
２
５
０
０
億
円
削
減

し
、
高
齢
者
も
非
正
規
労
働
者
も
消
費
税

増
税
は
、
人
と
し
て
最
低
限
の
生
活
必
需

品
の
購
入
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

消
費
税
は
、
所
得
の
低
い
人
ほ
ど
負
担

率
が
大
き
い
逆
進
性
の
あ
る
最
悪
の
大
衆

課
税
で
す
。
（
上
の
右
図
）

中
小
零
細
事
業
者
破
産
税
制

大
企
業
は
生
産
し
た
商
品
に
１
０
０
％

消
費
税
を
転
化
し
た
売
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
中
小
零
細
事
業
者
は
、
元
請

（
大
企
業
等
）
か
ら
、
ま
と
も
な
下
請
け

単
価
を
収
受
（
半
強
制
的
切
り
下
げ
）
が

で
き
ず
、
70
％
以
上
が
赤
字
決
算
で
あ
り
、

消
費
税
を
価
格
に
転
嫁
で
き
て
い
ま
せ
ん
。

（
上
の
左
図
）

赤
字
で
も
消
費
税
は
支
払
う
義
務
が
あ

り
ま
す
の
で
、
税
金
（
所
得
税
・
法
人
税
・

相
続
税
等
）
の
中
で
、
一
番
滞
納
額
が
多

い
税
金
で
あ
り
、
税
の
総
滞
納
金
額
の
半

分
以
上
が
消
費
税
で
り
、
滞
納
者
は
中
小

零
細
事
業
者
で
あ
り
ま
す
。

消
費
税
増
税
は
、
中
小
零
細
企
業
を
破

綻
さ
せ
る
税
金
で
も
あ
り
ま
す
。

生
活
保
護
基
準
の
連
続
引
下
げ

特
に
生
活
保
護
受
給
者
は
、
10
月
１
日

よ
り
、
生
活
保
護
の
う
ち
、
食
費
や
光
熱

費
な
ど
日
常
生
活
費
に
充
て
る
「
生
活
扶

助
」
の
支
給
基
準
を
見
直
し
、
10
月
か
ら

生
活
保
護
利
用
世
帯
の
約
7
割
で
生
活
扶

助
の
引
き
下
げ
を
強
行
し
ま
し
た
。

20
年
度
ま
で
毎
年
10
月
に
段
階
的
に
生

活
扶
助
が
下
げ
ら
れ
、
全
て
実
施
さ
れ
れ

ば
、
予
算
規
模
で
は
国
と
地
方
合
わ
せ
て

年
２
１
０
億
円
が
削
減
さ
れ
ま
す
。

特
に
、
都
市
部
の
高
齢
者
の
単
身
世
帯

や
子
ど
も
が
多
い
世
帯
に
特
に
影
響
が
お

よ
び
、
減
額
幅
は
最
大
５
％
。
都
市
部
の

「
40
代
夫
婦
と
子
ど
も
２
人
（
小
・
中
学

生
）
の
世
帯
」
の
場
合
、
最
終
的
に
は
受

け
取
る
生
活
扶
助
費
が
年
10
万
円
以
上
も

少
な
く
な
り
ま
す
。

生
活
保
護
の
基
準
は
、
憲
法
25
条
が
保

障
す
る
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の

生
活
」
を
具
体
化
す
る
も
の
で
「
こ
れ
以

上
の
貧
困
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い

う
最
低
ラ
イ
ン
を
定
め
た
も
の
で
す
。

安
倍
自
公
政
権
と
補
完
勢
力
で
あ

る
日
本
維
新
の
会
の
弱
者
い
じ
め
の

政
治
を
打
破
す
る
為
、
「
市
民
と
野

党
の
共
闘
」
の
発
展
を
目
指
そ
う
！
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